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 詳細は「医療機能・薬局機能情報提供制度　定期報告操作マニュアル」を参照してください

● G-MISログインページで「ユーザ名」と「パスワード」を入力

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/

※ ユーザ名やパスワードが不明な場合⇒【よくあるご質問（FAQ）Q3～Q5】を参照

● Med‐Login画面で「G-MIS」を選択（「医療情報ネット」ではありません！）

● 定期報告の報告手順

① 「医療機能情報提供制度」を選択

②～③ 「定期報告」⇒「OK」を選択

※令和７年度より、

「かかりつけ医機能報告制度」が

開始されました。

「かかりつけ医機能報告」が必要な

医療機関については、医療機能情報

提供制度の報告を実施する前に、

「かかりつけ医機能報告」を実施し

てください。

【かかりつけ医機能報告の対象医療機関】

・病院（特定機能病院を除く）

・診療所（歯科診療所を除く）

※「かかりつけ医機能報告制度」の対象であ

る病院・診療所のみ「かかりつけ医機能報告

制度」のボタンが表示されます。

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/


④～⑥ 「保険医療機関番号」を入力⇒「データベースと照合」⇒「OK」を選択

※ レセプト情報と照合し前年度実績値を自動入力する機能ですが、エラーがでる場合は「スキップ」で

次画面に進んでください。保健医療機関番号が不明の場合⇒【よくあるご質問（FAQ）Q9、10】を参照

⑦～⑨ 「かかりつけ医機能報告取込（※）」⇒「一括入力完了」で前年度の報告内容を取込み

⇒「入力」ボタンにより報告　⇒　全項目「入力完了」　⇒　「入力内容確認」

 前年度報告をしている場合は「一括入力完了」機能を使用することができます。

一部の報告項目には反映されないことがあるため、残りは「入力」ボタンで登録してください。

※「かかりつけ医機能報告制度」の対象医療機関については、「かかりつけ医機能報告取込」も

表示されます。画面に従い、まずは「かかりつけ医機能報告取込」を実行してください。

⑩ 全ての項目が「入力完了」であることを確認後、「報告」ボタンを押下して報告完了

※「報告」ボタンの押し忘れが多発しております！

※「報告」ボタンを押下しなければ「報告中」のままとなり、県が承認できません。
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